
福島県教育庁県中教育事務所

令和６年度使用教科用図書
無償給与事務について



無償給与事務に関する事故【過去の事例】

転出入時の手続き不備

複数学年使用教科用図
書の手続き不備

給与漏れ
給与ミス

（新版・旧版）

二
重
給
与

特別支援学級児童生徒
前学年 一般図書「Ａ」 給与
本年度 一般図書「Ａ」 給与

（前年度の選定の際、「個人給
与表」との確認漏れ）

納入（返付）指示書の
口頭でのやりとり
（指示書未作成）

指示書の数と
受領数の不一致

担当者の不確実な引継

担当者・管理職等の複数
の目でのチェック漏れ

受領数の間違い

教科書搬入時、
４月、９月給与日の
数の確認漏れ
（過不足発生）

返付手続き
未実施

一般図書を給与する
際は、「個人給与票」
を確認する

納入指示書と納入教科書
の種類・冊数を確認する

教科書給与証明書で種
類・教科書会社・新版旧
版・複式学級での給与等
の確認する



留意事項
○ ２冊同時給与の図書 → 納入指示書へ記載漏れがないように

・ 東書（社会） 第６学年用の２冊分冊 【郡山地区・岩瀬地区・石川地区・田村地区】
・ 東書（算数） 第１学年用の２冊分冊 【郡山地区・岩瀬地区・石川地区・田村地区】
・ 東書（英語） 第５～６学年用と別冊 【郡山地区・岩瀬地区（※６年生用＋別冊）】
・ 三省堂（英語）第５～６学年用と別冊 【岩瀬地区（※５年生用＋別冊）・石川地区・田村地区】

※採択替えに注意
○ 複式学級で教科により特別の教育課程を編成した場合

所属学年用の教科書及び所属学年以外の教科書（所属学年以外の教科書のみも含む）を併せ
て使用する場合、並びに所属学年以外の学年用教科書を使用する場合、令和６年度においては、
前期及び前期転学の時点では、新版下巻が発行されないため、下記の教科書は前期及び前期転
学用として給与することができない。

・ 生活科 第１・２学年用下巻 → 第１学年に
・ 図画工作科 第１・２学年用下巻 → 第１学年に

第３・４学年用下巻 → 第３学年に
第５・６学年用下巻 → 第５学年に

○ 拡大教科書 特別支援学級

資料：概要説明
Ｐ２～５

法令、事務処理が違うので要確認
（資料２－１，２，３，４参照）

令和６年度は新版教科書になること、また、
採択替えにより手続きに注意が必要です！

通常学級



留意事項（旧版給与）

教科書の種類

小学校 ◎令和６年度からは新版教科書となる。
以下の教科書は、旧版を使用する学年と新版を使用する学年がある。
・ 地図（４年生以上が旧版を使用）
・ 生活（２年生が旧版を使用）
・ 図画工作（偶数学年が旧版使用）
・ 家庭（６年生が旧版を使用）
・ 保健（４年と６年が旧版使用）
◎生活科・図画工作科の下巻の給与

令和６年度は９月以降に改訂後の新版教科書が使用可能となる。よって前
期に給与できる下巻の教科書は、改訂前の旧版教科書になる。使用したい
場合は必ず教育委員会へご確認ください。

中学校 なし（Ｒ７年度からは、新版になる。）

資料１ Ｐ２４～２７
資料７ Ｐ７～１２



「一般図書・教科用特定図書」について
○ 「学校教育法附則第９条」より

（特別支援学校や特別支援学級）
検定済み教科書（検定本）、文部科学省著作の検定教科書（☆本）以外の一般図書（絵本本）

を教科書として使用することができる。

○ ｢障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
（教科特定図書等普及促進法）」より

「教科用拡大図書（拡大教科書）」「教科用点字図書（点字教科書）」を無償給与できる。

☆ 児童の実態に応じて いずれかが無償給与される

⑤点字教科書（検定本・一般図書）④拡大教科書（検定本・一般図書）

③一般図書（絵本本）②文部科学省著作教科書（☆本）①文部科学省検定済教科書（検定本）

資料２－１



特別支援学級（知的障がい）の
教科用図書採択について

（１）検定本（通常教科用図書）

（２）検定本（下学年相応の教科用図書）

（３）文部科学省著作教科書（☆本）

（４）学校教育法附則第９条本（絵本本）

注意！
（１）→（２）→（３）→（４）
の採択変更は不可

（４）→（３）→（２）→（１）
の採択変更は可能

二重給与を防ぐために、
「教科用図書採択一覧表」
や「教科用図書採択個票」
を作成する。

資料４

採択するときは、児童生徒
の実態や教育課程を考慮
し、校内でよく検討する。



関係書類等の作成について【各期用処理期間】

期 用 期 間

前 期 ４月 １日 在籍児童生徒、
４月 １日 ～ ４月 ８日までの転入学児童生徒

前期転学 ４月 ９日 ～ ９月１日までの転入学児童生徒

後 期 ９月 ２日 在籍児童（小学校のみ）

後期転学 小学校上巻、通年は、
小学校下巻は、

中学校用は、

【９月２日 小学校の転入生の処理について】 ※１人について「２通」の納入指示書を提出する
○下巻 → 「後期」
○上巻、通年 → 「後期転学」

資料６ Ｐ４

９月 ２日 ～ ２月末日までの転入学児童
９月 ３日 ～ ２月末日までの転入学児童
９月 ２日 ～ ２月末日までの転入学生徒



令和６年度無償給与事務関係報告書一覧 資料６ Ｐ５

【各学校 作成】

【市町村教委・私立学校 作成】

報告書用紙 前 期 後期・前期転学 後期転学

教科用図書（受領・給与児童生徒数）
報告書及び明細表

４月２２日（月） ９月１７日（火） 令和７年３月４日（火）

教科用図書受領証明書 ４月２２日（月） ９月１７日（火） 令和７年３月４日（火）

報告書用紙 前 期 後 期

教科用図書納入（返付）指示書 ３月 ６日（水） ＊ ８月２日（金）

報告書用紙 前 期 後期・前期転学 後期転学

教科用図書受領証明書明細表
在籍表

４月１６日（火） ９月１０日（火） 令和７年３月４日（火）

教科用図書給与児童（生徒）名簿 ４月１６日（火） ９月１０日（火） 令和７年３月４日（火）



教科用図書納入（返付）
指示書留意事項

資料６ Ｐ６～８
資料９ Ｐ２～３４

○ １年を超えて使用する教科書は、使用学年の最初の学年欄に記載する。
○ 特別支援学級で使用する検定教科書は、該当する学年に記載する。

（下学年のものを使用する場合は、該当する下学年の欄に記載する。）
○ 転入生の給与証明書を必ず確認し、未給与・重複給与にならないようにする。（多学年使用教科書等）
○ 複式学級では、重複給与にならないよう、「【複式学級用】教科書給与状況確認表」を作成し、給与状況を
正確に把握するとともに、納入指示書交付前に実施機関へ事前に提出し、内容について確認を得る。【資料１２】
○ 納入指示書の「受領欄」に、受領年月日（４月８日、９月２日）を記入し、記名、押印（学校長名、職印）
をして、取次供給所に渡す。
○ 返付するものがあれば、返付指示書を作成する。（返付指示冊数は、数字を○で囲む）
◆ 教科用図書納入時は、必ず納入指示冊数と取次供給所の納入冊数が一致することを確認する。
◆ 学校に所在不明の教科書が残っていないようにする。
◆ 不登校で長期欠席している児童生徒については、学校が教科書を
届けるなどして給与する。
◆ 「追加指示書」･･･前期用・後期用の提出後転入があった場合作成する。
◆ 「返付指示書」・・・４月８日、９月２日当日に残本を確認したら作成する。

教科書を受領しようとするとき、受領した教科書の過剰分を発行者に返付するときに作成

納入指示書 提出期限

前 期 令和６年３月６日（水）

後 期 令和６年８月２日（金）



資料 ９

【小学校】
○ 初回分
○ 追加分
○ ☆本
○ 一般図書
○ 返付
○ 前期転学・後期・
後期転学

【中学校】
○ 初回分
○ 追加分
○ ☆本
○ 返付

Ｐ２～５
Ｐ６～９
Ｐ１０～１１
Ｐ１２～１３
Ｐ１４～１７
Ｐ１８～２０

Ｐ２１～２４
Ｐ２５～２８
Ｐ２９～３０
Ｐ３１～３４



教科用図書受領証明書明細表
資料６ Ｐ９

○ 受領冊数は、必ず照合・確認の上記入する。
○ 作成者押印の上、取次所の確認印をもらう。
（発行者交付、実施機関控、学校控）
○ 給与児童生徒名簿と一致させる。
○ 一般図書の項目が必ず印字されていること（該当校）。

前期用、後期用、各転学用に各学校が取次供給所（発行者）
から受領した教科書の冊数等を証明するために作成

提出期限

前 期 令和６年４月１６日（火）

前期転学・後期 令和６年９月１０日（火）

後期転学 令和７年３月 ４日（火）

資料 ９

【小学校】
○ ☆本
○ 一般図書

【中学校】
○ ☆本

Ｐ４１～４２
Ｐ４３～４４
Ｐ４５～４６

Ｐ４７～４８
Ｐ４９～５０



教科用図書受領証明書
資料６ Ｐ１０
資料９ Ｐ５１

○ 転学は、該当がない場合も

「該当なし」（手書き） と記入し、必ず提出する。

実施機関（市町村等）が書店に対して教科書の受領
を証明するために作成



在籍表
資料６ Ｐ１１
資料１１

各学校が取次供給所（発行者）から受領した教科書
の冊数等と在籍児童生徒数を照会するために作成

○ 教科用図書受領証明書明細表と一緒に提出する。
前期用 （４月６日時点）
後期用 （９月１日時点）
前期転学用 （４月７日～８月末日）
後期転学用 （小学校上巻･通年 ９月２日～２月末日、

小学校下巻 ９月３日～２月末日、
中学校 ９月２日～２月末日）

提出期限

前 期 令和６年４月１６日（火）

前期転学・後期 令和６年９月１０日（火）

後期転学 令和７年３月 ４日（火）



教科用図書給与状況確認表
複式により教育課程を実施するにあたり、教科用図書

の給与状況が通常の給与（種類、時期）と異なる場合に
作成

○ 通常の給与時期とは異なる時期に給与した場合、教科書
を記載する。（下巻や上学年の教科書を給与した場合）
○ 当該学年時に通常であれば給与するはずであった教科書
を翌年度に給与することとなった場合に記載する。
○ 単式学級であっても、教育課程上、複式により学習を行っ
た場合、その旨についても記載する。

資料１２

◆ 複式学級から単式学級の学校へ転出する児童がいる場合には、
教科書給与証明書の他、この確認表も転出先に送付することで、
転出先での給与事務が迅速かつ適正に進めることができる。
◆ 教育課程と照合し、この確認表で給与を確認することで、正確に
給与事務を進めることができる。

Ｒ５年度から



教科用図書給与児童（生徒）名簿 資料６ Ｐ１２

○ 「教科用図書受領証明書明細表」の数と「教科用図書給与児童生徒名簿」の合計数が一致するよう確認する。
○ ４月８日、９月２日当日に児童生徒が出席しない場合は給与しない。１～２日後に給与した場合は、
「備考」欄に給与月日を手書きで記入する。
○ 複式学級で２箇学年の教科書を併給した場合、「給与した教科書
の記号・番号欄」には、給与した全ての教科書を記入する。
○ 拡大教科書を給与する児童生徒については、手書きで氏名、「備
考」欄に「拡大教科書使用」と記入する。

設置者が前期用、後期用、各転学用の教科書の給与が完了したとき､給与の事実を明らかにする
ために作成（各学校が事務担当）

提出期限

前 期 令和６年４月１６日（火）

前期転学・
後期

令和６年９月１０日（火）

後期転学 令和７年３月 ４日（火）



資料 ９

【小学校】
○ ☆本

一般図書

【中学校】
○ ☆本

Ｐ３５～３６
Ｐ３７
Ｐ３８

Ｐ３９
Ｐ４０



転学児童（生徒）教科用図書給与証明書 資料６ Ｐ１３

○ 多学年使用教科用図書は、最初に給与される学年以外は表示されないので、空欄に入力する。
また、同じ氏名で２学年分作成してもよい。
○ ４月８日に教科書を受領後、転学する場合、給与した教科書は返付させないで転学扱いとする。
○ 同学年で複数回転学している場合は、前回の「転学児童（生徒）教科用図書給与証明書」も添付する。
（原本持参、コピーを学校控）
○ 前年度、前々年度に給与され、現在使用している教科書の記入漏れがないようにする。
○ 同一採択地区内の転学の際も作成し、持参させる。
○ 複式学級で所属学年用の教科書以外に、他学年用の教科書を併給している場合は、「教科用図書の
記号・番号」に併給したものの内訳を記載する。 「【複式学級用】教科書給与状況確認表」を添付する。

転学する児童生徒が転学後の学校で速やかに必要な教科書の給与が受けられるために作成

◆ 受け入れた学校は、転入児童生徒が持参した給与証明書のコピーを教育
委員会へ提出する。原本は、学校保管とする。
◆ 転入学後に、教科書を給与した根拠として、給与証明書（原本）を教科書
関係綴りに綴じておくようにする。（年度末、年度初めは忘れやすいので注意する。）



資料９ Ｐ６１・６２



教科用図書（受領 給与児童生徒数）報告書及び明細表
資料６ Ｐ１４

○ 「教科用図書受領証明書明細表」と照合確認し、一緒に提出する。
○ 域内の学校の給与名簿の児童生徒数の合計数と一致させる。
◆ 転学児童がいない場合も、「該当なし」と手書き記入の上、提出する。
○ 学校別の内訳を記入した受領冊数集計表（市町村教育委員会作成）【別紙２】を報告書
に添付して提出する。（エクセル形式）

前期用、後期用、各転学用の各期用別に、発行者から受領した教科書ごとの冊数、又は、
給与を受けた児童生徒数を県の教育委員会に報告するために作成

提出期限

前 期 令和６年４月２２日（月）

前期転学・後期 令和６年９月１７日（火）

後期転学 令和７年３月 ４日（火）

◇報告書
◇明細表
【小学校】
【中学校】
○ ☆本
○ 一般図書

Ｐ５２

Ｐ５３～５４
Ｐ５５～５６
Ｐ５７～５８
Ｐ５９～６０

資料 ９



無償給与の対象とならないもの 資料６ Ｐ１６

○ 専修学校、各種学校、児童自立支援施設、少年院、外国人学校等の児童生徒
※ 該当する児童生徒がおり、給与について確認したい場合は市町村教育委員会を通して
県中教育事務所に御相談ください。

○ 転学時期が、３月１日～３月３１日までのもの
（但し、多学年使用教科書を翌年度使用する場合は、翌年度前期の無償処理に加える。）

○ 一度給与された教科書の再給与
（転入生、複式学級、多学年使用教科書は、注意する）

○ カリキュラム上、授業が終えている教科
（転入生、複式学級、多学年使用教科書は、注意する）


